
稲美町共通商品券稲美町共通商品券

　スーパー・小売店・飲食店・自動車整備・建築
建設など町内のお店約200店で使える便利な商品
券です。
　ご結婚・ご出産などのお祝いに、お中元・お歳
暮などの贈り物に、またスポーツイベントの賞品
などに、ぜひご利用ください。

□券　　種　500円券 のみ
□有効期限　2022年12月31日
□販売場所　稲美町商工会　　　
　　　　　　稲美町国岡１丁目１番地
　　　　　　☎492-0200
□販売時間　平日　９：00～17：00
　　　　　　（土・日曜、祝日の販売はありません）

◎商品券は、簡単な「のし封筒」にお入れするこ
　ともできます。事前にご相談ください。

【問 合 先】　産業課　商工労働係　☎492-9141

春休み短期陸上教室春休み短期陸上教室
ご意見をお聞かせください

稲美町人権教育及び人権啓発に関する
基本計画（改定版）（案）について

　町では、平成19年度に策定した「稲美町人権教育
及び人権啓発に関する基本計画」について、人権教
育啓発推進協議会での協議を経て、改定作業を進め
ています。
　この計画（改定版）（案）について、住民の皆さん
のご意見を募集します。
　ご提出いただいたご意見は、計画改定に活用する
とともに、後日公表いたします。

■募集期間　３月１日（金）～３月29日（金）
■計画（改定版）（案）の閲覧方法　

○町ホームページ
○地域福祉課窓口（役場新館1階）
○西部隣保館・東部隣保館
○情報公開コーナー（役場新館1階）

■意見提出方法
所定の用紙にご意見を記入して、役場
地域福祉課・西部隣保館・東部隣保館
いずれかの窓口、または郵送、FAX、
メールにより提出してください。

■提出・問合先
　地域福祉課　☎492-9136　FAX492-8030
　　　　　　　eメール　tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp
　西部隣保館　☎492-3119　FAX492-3119
　東部隣保館　☎495-1890　FAX495-1890

　皆さんのご来店をお待ちしています。

■営業日　月曜日～金曜日
　　　　　（年末・年始、祝日を除く）

■営業時間　9：00～17：00

■と こ ろ　いきがい創造センター喫茶コーナー

■事業所名　ワークルームふれあい
　　　　　　（就労継続支援Ｂ型）

■販 売 品　飲み物（コーヒー、紅茶、ミルク、ジュー
ス等）
お菓子（クッキー、シフォンケーキ等）
軽食（トースト、カレー、パスタ等）
※軽食は３月中旬から順次、販売します。

■問 合 先　いきがい創造センター　喫茶コーナー

　　　　　　　☎492-1212（内線345）

いきがい創造センター
喫茶コーナーが再開します！

「Caféつくし」が
３月４日（月）からオープンします！

2019年度

対　　象　①新小学２・３年生の町内在住の児童
　　　　　②新小学４・５・６年生の町内在住の児童
と　　き　４月２日（火）・３日（水）・４日（木）
　　　　　全３回
　　　　　① ９：00～10：00（60分）
　　　　　②10：20～11：30（70分）
と こ ろ　サン・スポーツランドいなみ
内　　容　陸上（走る・跳ぶ）の基本習得
　　　　　ランニングフォームづくり
　　　　　基礎体力・運動神経の向上
定　　員　①②ともに20人(先着順)
参 加 費　各500円 
持 ち 物　運動できる服装、帽子、靴、タオル、飲み物、

なわとび
申込開始日　３月５日（火）から参加費を添えて体育セン

ター窓口にて受付
　　　　　※定員になり次第、受付終了
そ の 他　雨天時など、グラウンド不良時は中止します。

※雨天等による開催の有無は、当日８：30から
教室開始前までに、いなみ野体育センターま
でお問い合わせください。

問 合 先　いなみ野体育センター　☎492-1479

が新しくなりました！
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軽自動車などの登録・廃車手続きをお忘れなく軽自動車などの登録・廃車手続きをお忘れなく軽自動車などの登録・廃車手続きをお忘れなく
　軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車などを所有している人に課税されます。
　他の人に譲り渡した場合や盗難にあった場合でも、届け出をしなければ税金がかかりますのでご注意くださ
い。また、持ち主が死亡し、名義がそのままになっている場合も同じです。
◎原付（排気量125cc以下）と小型特殊自動車（乗用トラクター、乗用コンバインなど）
　次のような場合は、税務課へ届け出をしてください。
　※本人確認のため、申請に来られる人の身分証明書（運転免許証など）をお持ちください。

◎軽四輪など　次の場所で必要なものなどを確認のうえ、届け出をしてください。
　▶軽三輪・軽四輪　　　　　　軽自動車検査協会姫路支所　☎050－3816－1848
　▶軽二輪・二輪の小型自動車　姫路自動車検査登録事務所　☎050－5540－2067

平成31年度軽自動車税の納期限は５月31日（金）です　納税通知書は5月中旬に発送予定
【問合先】税務課　資産税係　☎492-9133

盗難、紛失

新　　規
（標識交付申請）

名義変更

廃　　車

・新規に購入したとき
・譲り受けたとき
・町外から転入したとき
・町内の人から譲り受け、標識変更しないとき
・使用不能になったとき
・町外へ転出するとき
・他の人に譲るとき

販売証明書

廃車証明書

登録票

ナンバープレート、登録票

警察署発行の被害または遺失届出受理証明書

こんなとき 必要なもの

乗用する農耕作業用車には必ずナンバープレートを
 　トラクター、コンバインなどの乗用農機具を購入した場合は、原動機付自転車などと同じよう
に、役場で登録してナンバープレートをつけなければなりませんので、販売証明書を持って税務
課へ届け出をしてください。買い替えをされた場合も廃車、登録の手続きが必要です。
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